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3-2-4 施工計画 
施工計画の策定にあたっては、所定の品質を確保するとともに、工期内に安全に施工すること

を目的とする。 

 

3-2-4-1 施工方針 
① 施工開始前に必要な諸手続 

PACSA と比較すると、本プロジェクトでは、施工開始前までに「ベ」国側が実施すべき必

要不可欠な手続きが、質・量ともに増加している。特に、海岸保全林の維持管理に重要な役

割を担う地域住民への事業開始前の対象地（森林）の分配、ならびに、チタン鉱採掘業者の

撤去および現状復帰は、プロジェクトの円滑な進捗のために必ず実施されなければならない

最重要項目である。仮にこれらの手続きが計画どおりに実行されない場合には、計画内容の

変更や事業実施の是非にまで発展しかねないため、実施設計時からこれらの手続きの進捗状

況のモニタリングや実行促進業務の遂行が必要となる。 

② 適期適作業 

本プロジェクトでは、生き物が対象であり適期・適作業が重要である。特に植栽および保

育は作業適期が雨季に限定されることから、苗木生産や作業道開設などの作業はこれに合わ

せて先行施工する必要がある。そのため、各工程での施工順序を適切に定め、計画的に施工

することが必要である。 

また、付帯工は、堆砂垣工、静砂垣工が完成した柵の中に植栽すること、冠水対策でも工

事後に植栽することから、植栽前に完成させておく必要がある。 

③ 「ベ」国側実施体制 

本事業では、中央政府の責任機関である MARD および省レベルの実施機関である DARD

に、それぞれ MB が設置される。MARD の MB には MBFP の副所長クラスが代表となるこ

とが予定され、DARD の MB には事務局長（DARD の副所長クラス）のほか事務局部員 2 名

程度の配置が予定されている。いずれの配置予定も、交換公文（E/N）締結後に決定される。 

また、県レベルでは県人民委員会の中にMBが設置され、村人民委員会と連携を密にして、

地域の意見を反映するとともに、事業の円滑な実施が図られることとなる。 

④ 日本国側実施体制 

本邦コンサルタントは、実施設計、入札業務補助のほか、コンサルタントが派遣する技術

者（常駐 1 名、その他必要に応じてスポット派遣）による施工監理業務を実施する。 

本体工事は、それを受注した本邦施工会社が行い、植林に関しては同会社が派遣する技術

者の指導のもと「ベ」国法人（現地施工会社＝サブコントラクター）等を活用して実施する。 
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3-2-4-2 施工上の留意事項 
施工にあたっては、以下の点に留意する。 

① 適切な雇用計画 

植栽作業はその多くが人力による作業であり、そのため多くの住民を雇用することになる。

作業員の確保にあたっては、円滑かつ経済的なプロジェクト実施の面からできる限り平準化

されることが望ましい。そのため、農繁期などを考慮した雇用計画を作成する必要がある。 

② 住民の理解と協力 

本プロジェクトにおける植栽地は、住民によって維持管理が行われる。また、山火事や家

畜による食害を避けるためにも、地域住民の理解と協力が不可欠である。 

また、植栽地へのアクセスには、集落や農地を通過する必要がある。集落などを通行する

場合、住民の生活や活動を優先し、特に工事用車輌は騒音・振動・粉塵の発生に留意する。 

③ 地域環境の保全 

植栽対象地の周辺は白砂が広がる海岸や既存森林であることから、これら地域環境へ工事

施工により影響を与えないように留意する。特に、工事で発生する廃棄物（苗木ポットや肥

料袋、工事残材など）は、現場に放置することなく、適正に処理する。 

④ ストックヤードの確保 

ストックヤード（苗畑から搬送された苗木や肥料を植栽地点に小運搬するまでの一時的な

置場）は、作業車道を設置した林班では、待避所周辺をこれにあてる。また、作業車道を設

置しない林班にあっては、既存道沿いの広場等の裸地を確保しこれにあてる。この場合、周

辺住民や道路利用者等とトラブルが発生しないよう、事前通知や安全対策等を綿密に講じる。 

 

なお、各コンポーネントの留意事項は下記のとおりである。 

 

(1) 植栽 

① 生き物である植栽木が順調に成育できるよう本体工事である植栽は雨季の前半に集中させ、

11 月中に完了するよう留意する。 

② 難易度の高い植栽地は単純林造成であるため PACSA 同様の単純作業が可能であるが、難易

度の低い植栽地は混植となるため、植え穴のサイズ、堆肥・有機肥料の量等を間違えないよ

う細心の注意を払って植え付ける必要がある。 

③ カシュウやニームは植栽後の冠水を極めて嫌う樹種であるため、局所的な土地条件（地下水

位の深浅等）を見極め、樹種ごとに適切な場所に植栽する必要がある。 

④ ポット苗木による植栽の場合、植栽時に大量のビニール製ポットが廃棄物となる。これらは

現地に投棄せず、植栽地から持ち帰り適切に処理する。 

 

(2) 植栽付帯工 

① 竹や稲わらなどの資材は大量に必要となる。これらは現地で調達が可能であるが、季節的に

生産されるものもある。したがって、良質な資材を計画的、安定的に確保できるよう準備す

る必要がある。 

② ほとんどの植栽付帯工は乾季に実施しなければならないが、乾季は農繁期かつ炎天下での作

業が強いられるため労働力の大量確保が困難となり、また労働意欲も低下しがちである。こ
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の時期の労働は、早朝や夕刻に勤務時間をシフトさせ、日が高い時間帯の労働を避けること

が、効率的作業および安全確保のため重要である。 

 

(3) 保育 

① 生き物である植栽木が順調に成育できるよう補植および追肥も雨季の前半に集中させ、植栽

木の成長期である雨季の後半を確保する必要がある。 

② 補植は前年度に植栽した林地のうち、まとまって枯れた箇所に再度新たに植栽する作業であ

るが、枯れた原因を特定し対策を講じない限り、同じ樹種・同じ方法で植栽すると、同じ結

果を招く恐れが高い。したがって、補植計画を立てる前に枯損状況調査と併せて原因特定調

査を実施し、樹種変更や付帯工の設置も含めて改善策を練る必要がある。 

③ 補植においても、植栽同様、樹種ごとの植え穴のサイズ、堆肥・有機肥料の量等を間違えな

いよう注意する。 

④ 追肥においても、肥料の種類や量を間違えないよう注意する。 

⑤ 補植や追肥時に、植栽木が大きくなった箇所や既存林に近づく場合があるが、毒蛇やハチ等

人間に危害を加える動物がいるので注意が必要である。 

 

(4) 苗木調達・苗木生産 

① 苗木は既存苗畑、仮設苗畑から調達するが、これらは一時期に大量に必要となる。また、使

用する苗木は規格が定まっていることから、あらかじめ苗畑の供給体制や供給可能量を把握

しておく必要がある。 

② 「ベ」国の苗木生産でよく見られるのが、肥料や水を大量に与えて、短期間で大きな苗木を

作ることである。本プロジェクトでは特に植栽後の環境ストレスの高い箇所に植え付けるた

め、育苗段階で適切な硬化処理（ハードニング）を実施する必要がある。ハードニングは、

(i) 潅水を止め、枯れる直前まで水遣りを抑える潅水コントロール法と、(ii) ポットを突き破

った根を切り取る根切り法があるが、これらを適宜組み合わせて、枯死させず徒長させずに、

規格に沿った耐性の高い苗木を調達する必要がある。これは購入苗木においても生産苗木に

おいても共通の留意点である。 

③ 根切り法を実施する場合は、根切りとポット移動を同時に行い、成長の度合いが同じ程度の

苗木を同じ苗床にまとめておくことが肝要である。これにより、その後の潅水コントロール

や山出し作業が効率良く実施可能となる。 

 

(5) 作業道 

① 現地で調達できる機材は、信頼性に欠けるものもある。そのため、機械の能力や安全管理に

十分留意する。 

② クラッシャーランなどの資材は現地で調達が可能であるが、大量に必要となる。したがって、

良質な資材を計画的、安定的に確保できるよう準備する必要がある。 

③ 本工事も乾季の炎天下での作業を強いられるため、労働災害等を防ぐ意味でも、早朝や夕刻

に勤務時間をシフトさせたり夜間作業を行うなどの工夫が必要である。 

④ 工事に使用する重機等は、アクセス道の整備状況から、8 t 以下とする。 

⑤ 土工作業では、土砂の含水比はその能率および作業の難易に大きく影響し、含水率が高いほ
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ど土砂の単位重量が増し能率が下がる。したがって、雨季、特に降雨量の多い 10 月および

11 月には施工しない。 

⑥ 現地は砂地であることから、作業道の路盤の沈下や流失などが発生することがある。そのた

め、降雨の後や工事期間中の随時に路面や路体の確認を行い、必要に応じて維持修繕を行う。 

 

(6) 仮設苗畑造成 

① 苗畑造成を始める前に、井戸の試掘を行い、十分な水量を確保できることを確認した上で、

全体の造成を開始する。仮に、水量が確保できない場合は、周辺の林班内で適宜試掘を行い、

苗畑造成地変更に関する施工計画の承認を、施主や施工監理者から施工実施前に受ける必要

がある。 

② 造成後に円滑な苗木生産が開始できるよう、他の作業工程と連動した適切な工期とする。 
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3-2-4-3 施工区分 
本事業における日本側と「ベ」国側の施工区分（負担区分）は次のとおりである。 

表 3-37 施工区分 
項  目 日    本 「ベ」    国 

【工事全体】   
許認可事務  ① プロジェクトの実施に必要な許認

可事務 
維持管理業務 ① 工事実施中の植林地・仮設物・施

設・資機材の警備・巡視 
① 維持管理に必要な機材（車輌等）の

調達 
② 引き渡し後の植林地・仮設物・施設

の警備・巡視 
チタン鉱区  ① 工事開始までにチタン鉱区の撤収

完了（原状復帰作業を含む）＝対象

地内の障害物の除去 
各種啓蒙活動  ① パンフレット等の作成 

② 住民への各種説明会の実施 
③ 「森林の日」に合わせたイベントの

実施 
施工監理 ① 本邦コンサルタントによる施工監

理（現場検査・書類検査・瑕疵検査・

各種モニタリング） 

① 工事開始通知書の発行 
② 各種検査への立会と検査合格証・完

了証明書等の発行 
【植林工事】   
植栽・保育 ① 起工測量と境界杭の設置 

② 植栽付帯工の設置 
③ 植栽工 
④ 保育工（補植・追肥） 

① プロジェクト対象地（森林）の住民

への分配（工事開始前） 
② 対象地内の障害物の除去 
③ 労働力確保の調整 
④ 牛等の家畜による食害軽減措置

（調整業務） 
⑤ 病虫害への対応 
⑥ 山火事への対応 
⑦ 植栽木等の盗難への対応 
⑧ その他地域住民への説明・協力要

請 
苗木調達 ① 既存苗畑への苗木生産委託と苗木

の購入 
② 仮設苗畑での苗木の生産 
③ 苗木輸送 

① 既存苗畑および関係機関との調整

業務 

作業道の整備 ① 作業車道の整備（開設と維持修繕）

② 作業歩道の整備（開設と維持修繕）

① アクセス道路の整備（開設と維持修

繕） 
Quang Nam 省 ： 2 箇所 600 m 
Quang Ngai 省 ： なし 
Binh Dinh 省 ： なし 

仮設苗畑造成 ① 仮設苗畑・苗畑施設の造成 ① 造成予定地の障害物の除去 
② 苗畑関連施設への電力の引き込み 

監視塔設置 ① 監視塔の設置 ① 引き渡し後の施設の維持管理 
プロジェクト紹介

看板設置 
① プロジェクト紹介看板の設置 ① 用地確保 

② 引き渡し後の施設の維持管理 
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3-2-4-4 施工監理計画 
本邦コンサルタントは「ベ」国政府との契約に基づき、本事業の施工監理を実施する。施工監

理にあたっては、植栽、施設整備が設計どおり実施されるよう、施工会社による工程管理、品質

管理、出来形管理などを踏まえつつ、その施工を監理し、検査する。 

また、本事業では植林事業という特異性から、植栽工事に関する瑕疵担保責任を問わないこと

が現地調査時の M/D で確認されている。そこで、本事業では、事業効果を適切に把握・評価し、

その結果を事業内容に反映させることによって、瑕疵担保責任に替わるリスク管理を行うことと

する。事業効果の成果指標には「枯損率」、「生育状況」、「飛砂・強風等による被害状況」を設定

する。指標を測定する方法は、全植栽地を対象としたモニタリングにより枯損率、生育状況を調

査し、また地域住民へのアンケート調査により飛砂・強風被害の状況を把握する。これらにより、

課題や問題点が判明した場合には、事業実施期間中および実施後の対応策および改善策を検討し、

計画内容を適宜向上させることとする。 

 

表 3-38 施工監理の内容 
区分 内容 

施工前 施工会社から提出される各種施工計画書類の確認 
① 工程計画 
② 施工体制 
③ 施工方法 
④ 仮設工事計画 
⑤ 品質管理計画 
⑥ 安全管理計画 
⑦ 環境対策計画 

施工中 あらかじめ提出された施工計画に沿って工事が行われているか、監理する。 
① 進捗状況・安全管理状況の確認 
② 品質管理計画に従った品質管理・出来形管理（仕様書に規定された品質・基準） 
③ 施工中に行う必要がある検査 
④ 設計変更が必要な場合は、その状況を確認し、実施機関、関係機関と協議のうえ、

必要な措置をとる 
⑤ 実施機関、関係機関等に対して、進捗状況等の報告 

さらに、以下のモニタリングを実施し、課題を洗い出した上で改善策を検討し、事業計

画内容に改良を加える。 
① 枯損率調査 
② 保全林の生育状況 
③ 飛砂・強風等による被害状況 

施工終了時 完成検査 
① 進捗状況・安全管理状況 
② 品質・出来形 

完工時 完工時に必要な諸手続 
① 完了届の提出 
② 引き渡し手続き 
③ 支払い手続き関係書類の作成 

瑕疵検査 施工終了後 1 年を経た時点で、施設（植栽地（森林）および仮設物を除く）の施工によ

る瑕疵の有無を確認する検査を行う。 
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3-2-4-5 品質管理計画 
植林工事の実施に当り、設計・計画どおりの実施を確保するため、「表 3-39 品質管理・出来形

管理の基準一覧」のとおり基準を設け、品質管理・出来形管理を行う。 

 

表 3-39 品質管理・出来形管理の基準一覧 
工事別 工種 分類 基準 検査時期

林班・林 
小班の境 
界杭設置 

出来形 ① 林班の境界杭は B/D 測量時の境界線の±5 m の

範囲内に設置されていること。 
② 林小班の境界杭は設計図書に示した境界線の±

5 m の範囲内に設置されていること。 
 

測量実施 
中および 
測量終了 
直後 

資材 品質 ① 10×10×80 cm を基準とするコンクリート杭で

あること。 
 

設置前 

起
工
測
量 

作業道の 
中心線測 
量 

出来形 ① IP 杭は設計図書に示した位置を中心とする半径

5 m の範囲内に設置されていること。 
② 距離杭は、50 m 間隔に設置されていること。 

測量実施 
中および 
測量終了 
直後 
 

植栽 出来形 ① 植栽が、設計図書で示した区域で実施されてい

ること（全林小班で目視確認）。 
② 樹種および混合割合が設計どおりであること

（全林小班で目視確認）。 
③ 植栽間隔が設計図書で示した値（設計値）の±

10 %の範囲内であること（全林小班で目視確

認）。 
④ 林班界標および銘板が設置されていること（全

林小班で目視確認）。 
⑤ 面積 0.1 ha（31.62 m×31.62 m）の標準地を設け、

その中の 85 %以上の植栽木が生存しているこ

と（葉が緑色であること、または、新芽が確認

できること）。標準地の数は、各林小班を一辺

31.62 m の正方形プロットで区切り、信頼度

95 %、誤差率 5 %となるプロット数を抽出する。 
⑥ 各標準地の生存する植栽木の根元を掘り、植え

穴深・樹高・元肥等の有無を確認し、その 99 %
以上が設計値をクリアすること。 

 

植栽の 1.5
～2 ヶ月 
後 

植
林 

植
栽 

資材 品質 ① 購入苗木は、健康で病気や外的損傷がないこと。 
② 購入苗木の規格は設計値に準拠していること。 
③ 堆肥は牛糞および稲わら製で、発酵・熟成が確

認できること。 
④ 有機肥料は工場等から品質証明書を得ること。 
⑤ 客土は良質の赤～黒土で、篩にかけ粒径が揃い、

不純物が除去されたものであること。 
⑥ 稲わらは十分乾燥されたものであること。 
 

植栽前～ 
中 
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堆砂垣工 出来形 ① 構造（高さ・杭間隔等）は設計値の±5 %の範囲

内であること。 
② 設置位置および方向は設計図書どおりであるこ

と。 
③ 延長は設計値の 99 %以上の長さが確保されて

いること。 
 

施工中～ 
施工後 

静砂垣工 出来形 ① 施工区域は、境界線の±0.5 m の範囲内で実施さ

れていること（全林小班で目視確認）。 
② 構造（高さ・杭間隔等）は設計値の±5 %の範囲

内であること。 
③ 設置位置および方向は設計図書どおりであるこ

と。 
④ 矩形サイズは設計値の±1 %の範囲内であるこ

と。 
 

施工中～ 
施工後 

覆砂工 出来形 ① 構造（押さえ竹間隔等）は設計値の±5 %の範囲

内であること。 
② 設置位置および方向は設計図書どおりであるこ

と。 
③ 延長は設計値の 99 %以上の長さが確保されて

いること。 
 

施工中～ 
施工後 

添木工 出来形 ① 植栽検査の標準地内で設計図書に示したとおり

に配置されていること。 
 

施工中～ 
施工後 

水路工 出来形 ① 延長は設計値の 99 %以上が確保されているこ

と。 
② 幅、深さおよび法勾配は、設計図書に適合した

ものであること。 
 

施工中～ 
施工後 

畝造成 出来形 ① 畝間隔は、設計値の±5 %の範囲内であること。 
② 畝の高さは、設計値の±10 %の範囲内であるこ

と。 
③ 畝の上幅は、設計値以上であること。 
 

施工中～ 
施工後 

植
栽
付
帯
工
事 

資材 品質 ① 竹は 3 年生以上の堅固なものであること。 
② 鉄線は亜鉛メッキ製で設計値内の太さであるこ

と。 
③ 稲わらは十分乾燥されたものであること。 
 

植栽前～ 
中 

植
林 

保
育 

補植 出来形 ① 補植が、施工計画（Operation Plan）で示した区

域で実施されていること（全林小班で目視確

認）。 
② 樹種および混合割合が施工計画どおりであるこ

と（全林小班で目視確認）。 
③ 植栽に準拠した標準地を設け、その中の植栽木

と補植した苗木の合計生存率が 85 %以上であ

ること。 
④ 標準地内の補植された苗木の根元を掘り、植え

穴深・樹高・元肥等の有無を確認し、その 99 %
以上が設計値をクリアすること。 

 

補植の 1.5
～2 ヶ月 
後 
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資材 
（補植） 

品質 ① 植栽における資材の品質基準に準拠する。 補植実施 
前～中 
 

追肥 出来形 ① 植栽に準拠した標準地を設け、その中の植栽木

の根元を掘り、99 %以上で追肥の実施が確認で

きること。 
 

追肥実施 
直後 

保
育 

資材 
（追肥） 

品質 ① 植栽における堆肥および有機肥料の品質基準に

準拠する。 
 

追肥実施 
前～中 

播種 出来形 ① 設計図書に基づいた播種作業が実施されるこ

と。 
② 設計値以上の種子が確保されること。 
 

施工中 

稚苗管理 出来形 ① 設計図書に基づいた稚苗管理作業が実施される

こと。 
② 設計値以上の発芽が確保されること。 
③ 設計値以上の健全な稚苗が確保されること。 
 

施工中 

ポット詰 
め 

出来形 ① 設計図書に基づいたポット詰め作業が実施され

ること。 
② 播種苗および挿し穂苗のいずれも、設計値以上

の健全なポット苗木が確保されること。 
 

ポット詰 
め作業終 
了後 

ポット苗 
管理 

出来形 ① 設計図書に基づいたポット苗管理作業が実施さ

れること。 
② 播種苗および挿し穂苗のいずれも、設計値以上

の健全なポット苗木が確保されること。 
 

施工中 

山出し 出来形 ① 播種苗および挿し穂苗のいずれも、設計値に準

拠した規格の苗木が、必要量以上確保されるこ

と。 
 

山出し前 

植
林 

苗
木
生
産 

資材 品質 ① 用土は良質の赤～黒土で、ふるいにかけ粒径が

揃い、不純物が除去されたものであること。 
② 堆肥は牛糞および稲わら製で、発酵・熟成が確

認できること。 
③ 化成肥料は工場等から品質証明書を得ること。 
④ 稲わら・籾殻は十分乾燥されたものであること。 
⑤ 殺虫剤・殺菌剤は工場等から品質証明書を得る

こと。 
⑥ モクマオウの種子は、保存状態が良く、品質証

明の付いた優良種子であること。 
⑦ モクマオウの発根済み挿し穂苗は、根が十分に

発達した健康かつ優良苗であること。 
⑧ ポットは設計図書に適合したものであること。 
 

施工前～ 
中 
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作業車道 
・作業歩 
道・車廻 
しの規格 

出来形 ① 路盤工の敷幅は、設計値－5 cm から＋20 cm の

範囲内であること。 
② 路盤工の敷厚は、原則として設計値以上の厚さ

が確保されていること。 
③ 路肩は、設計値以上の幅が確保されていること。 
④ 法勾配は、設計値（1 : 1.80）以上であること。 
⑤ 施工後に設置する距離杭は、設計値（50 m）の

±1 %の範囲内に設置されていること。 
⑥ 作業道の延長は、設計値の 99 %以上の長さを確

保していること。 
 

施工中～ 
後 

作
業
道 

資材 品質 ① 路盤材は、設計図書に示す品質・規格に適合す

ること。 
 

施工前～ 
中 

ポット苗 
床 

出来形 ① 構造、形状、面積および床数は、設計図書に適

合したものであること。 
 

施工中～ 
後 

播種床 出来形 ① 構造、形状、面積および床数は、設計図書に適

合したものであること。 
 

施工中～ 
後 

用土置き 
場・混合 
用土置き 
場 
 

出来形 ① 形状および面積は、設計図書に適合したもので

あること。 
施工中～ 
後 

井戸 出来形 ① 設計値以上の湧水量を確保する井戸であるこ

と。 
 

施工中～ 
後 

ため池 出来形 ① 構造、形状および貯水量は、設計図書に適合し

たものであること。 
 

施工中～ 
後 

苗畑内建 
物 

出来形 ① 構造、形状、面積は、施工計画に適合したもの

であること。 
② 床掘の延長は施工計画の値の±1 %、深さは施工

計画の値の±5 cm の範囲内で実施されているこ

と。 
③ 基礎の厚さは、施工計画の値の±5 cm の範囲内

で実施されていること。 
④ 鉄筋工の組立寸法は、施工計画の値の±3 cm の

範囲内で実施されていること。 
 

施工中～ 
後 

苗畑内作 
業道 
 

出来形 ① 作業車道の基準に準拠する。 施工中～ 
後 

立ち入り 
防止柵 
 

出来形 ① 立ち入り防止柵の延長は、設計値の±1 %の範囲

内であること。 
施工中～ 
後 

植
林 

仮
設
苗
畑
造
成 

資材（コ 
ンクリー 
ト） 

品質 ① 粗骨材の最大寸法は、5 cm であること。 
② スランプ試験は、スランプ値 8 cm±2 cm の範囲

内であること。 
③ 強度は、圧縮強度 18 N/mm2を下回らないこと。 
 

施工前～ 
中 
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仮
設
苗
畑
造
成 

資材（そ 
の他） 

品質 ① レンガ、グランドシート、寒冷紗、竹製支柱、

鉄線、路盤材、有刺鉄線等の苗畑本体工事の資

材は、設計図書に適合したものであること。 
② ポンプ、配水管等の集水・散水施設は、設計図

書に適合した機能を有するものであること。 
③ 鉄筋、屋根材、窓枠、窓ガラス、ドア、トイレ、

配電施設、配管施設等の建物関連資材は、施工

計画に示すものであること。 
 

施工前～ 
中 

土工 出来形 ① 床掘の深さは設計値の±5 cm の範囲内であるこ

と。 
 

施工中 

基礎工 出来形 ① 基礎の厚さは、設計値の±5 cm の範囲内である

こと。 
 

施工中 

規格 出来形 ① 監視塔の高さ等の規格は、設計値の±2 %の範囲

内で設置されていること。 
 

施工中～ 
後 

立ち入り 
防止柵 

出来形 ① 立ち入り防止柵の延長は、設計値の±1 %の範囲

内であること。 
 

施工中～ 
後 

資材（コ 
ンクリー 
ト） 

品質 ① 粗骨材の最大寸法は、5 cm であること。 
② スランプ試験は、スランプ値 8 cm±2 cm の範囲

内であること。 
③ 強度は、圧縮強度 18 N/mm2を下回らないこと。 
 

施工前～ 
中 

監
視
塔 

資材（そ 
の他） 

品質 ① 木材の形状・寸法・防腐加工等は、設計図書に

示すものであること。 
② 固定具（ボルト等）は、防錆加工が施されたも

のであること。 
 

施工前～ 
中 

規格 出来形 ① 寸法は、設計値の±1 %の範囲内であること。 施工中～ 
後 
 

資材（コ 
ンクリー 
ト） 

出来形 ① 粗骨材の最大寸法は、5 cm であること。 
② スランプ試験は、スランプ値 8 cm±2 cm の範囲

内であること。 
③ 強度は、圧縮強度 18 N/mm2を下回らないこと。 
 

施工前～ 
中 

植
林 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
紹
介
看
板 

資材（そ 
の他） 
 

品質 ① 看板本体、支柱、固定具は、防錆加工が施され

たものであること。 
施工前～ 
中 
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3-2-4-6 資機材等調達計画 
本プロジェクトに必要な資機材は、ほとんどが「ベ」国で調達可能なものである（「表 3-40 主

な資機材の調達場所」参照）。しかし、一時期に大量に必要となるため、調達を計画的に行う必要

がある。 

特に植栽付帯工に用いる竹や稲わらは、調達可能量には問題ないが資材として市場に流通して

いるものは少ない。そのため、生産時期を見極め、良質なものを計画的、安定的に確保する準備

が必要である。 

機材は作業道開設工事や運搬・苗木生産・維持管理等に使用するが、現地では信頼性に欠ける

ものもある。そのため、機械の能力や安全管理に十分留意する。 

 

表 3-40 主な資機材の調達場所 
調達先 

資機材名 
現地 日本 第三国 

備考 

資材     
苗木（購入苗木） ○    
植林作業道具（鍬・天秤棒等） ○    
堆肥 ○    
有機肥料 ○    
客土 ○    
稲わら ○    
竹 ○    
亜鉛メッキ鉄線 ○    
結束紐 ○    
コンクリート杭 ○    
木杭 ○    
モクマオウ種子（生産苗木用） ○    
モクマオウ挿し穂（生産苗木用） ○    
苗木ポット ○    
化成肥料 ○    
殺菌剤 ○    
殺虫剤 ○    
遮光ネット（寒冷紗） ○    
草刈鎌 ○    
移植ゴテ ○    
バケツ ○    
ジョーロ ○    
ふるい ○    
塩ビパイプ ○    
簡易ビニールハウス ○    
レンガ ○    
セメント ○    
道路用砕石 ○    
礫まじり土 ○    
砂 ○    

機材     
普通トラック ○    
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バックホウ ○    
ブルドーザー ○    
振動ローラー ○    
トレーラ付き耕運機 ○    
散水車 ○    
水中ポンプ ○    
発動発電機 ○    
エンジンポンプ ○    
見廻り用四輪駆動車 ○ ○   
見廻り用モーターバイク ○    
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3-2-4-7 実施工程 
本プロジェクトにおける日本および「ベ」国の負担事項は「表 3-41 日本および「ベ」国の負

担事項」のとおりである。なお、本体工事（協力対象事業）部分は「3-2-4-3 施工区分」の「表 3-37 

施工区分」を参照。 

 

表 3-41 日本および「ベ」国の負担事項 
項  目 日    本 「ベ」    国 

実施設計時 ① 日本政府による本邦コンサルタン

トの契約認証 
② 雨季における対象地の現況調査 
③ 入札予定価格の算出 
④ 入札図書の作成 

① 関係機関への MB の設置 
② B/A の締結 
③ A/P の発給 
④ E/N に基づく本邦コンサルタントと

の実施設計に関する契約 
⑤ プロジェクト対象地（森林）の住民

への分配 
⑥ 入札図書の承認 

本体工事の施工契

約前 
① 日本政府による本邦コンサルタン

トの契約認証 
② 本邦コンサルタントによる入札代

行業務 
③ 本邦コンサルタントによる施工契

約の促進業務 
④ 日本政府による施工契約の認証 

① B/A の締結 
② A/P の発給 
③ E/N に基づく本邦コンサルタントと

の施工監理に関する契約 
④ 入札の実施 
⑤ 施工契約の締結 

本体工事実施中 「表 3-37 施工区分」参照 「表 3-37 施工区分」参照 
本体工事終了後 ① 本邦コンサルタントによる瑕疵検

査の実施 
② 日本政府による評価調査（必要に応

じて） 

① 造成された海岸保全林の維持管理 
② 建設された施設の維持管理 
③ （必要に応じて）仮設物の維持管理

④ 海岸保全林造成技術の普及・啓蒙活

動 
⑤ 瑕疵検査の立会と検査完了証明書

の発行 
 

以上の各負担事項のうち、日本側の担当工事の実施に必要な工程を示したものが「表 3-42 日

本側負担事項実施工程」である。表中の黄色い網掛け部分が雨季にあたる。 

この工期を設定するにあたり、設計方針 15 のとおり、本事業は国庫債務負担行為案件の A 型

国債案件とするため、実施設計（単債案件）と本体工事（国債案件）の 2 回にわたり交換公文（E/N）

を締結する必要がある。 
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表 3-42 日本側負担事項実施工程 

項目 月

雨季 現地業務（詳細設計分） 日本国内業務（詳細設計分）

現地業務（本体工事分） 日本国内業務（本体工事分）

26 27

交換公文締結（E/N)

コンサルタント契約

業者契約

入札評価

17 18 28 29 46 47 48 49 5032

契
約

現地調査

施
 

工
 
・
 

調
 

達

詳細設計（国内作業）

入札図書作成

入札図書承認

PQ公示

入札図書渡し

入札

作業道 補修

日本国側による森林の維持管理

作業道 開設

作業道 不陸整正

保育（補植）

引渡し

保育（追肥）

監視塔建築

植栽（植付け）

5 61 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 30 31 33 34 35 36 41 4237 38 39 40 6656 57 58 59 6044 45 51 6561 62 63

防風・防砂用付帯工造成・修繕（植栽地）

仮設苗畑・苗畑施設造成

苗木購入（現場渡し）

676443 53 54 5552

実
施
設
計

入
　
札

植栽起工測量（林班内境界測量）

畝・水路造成・修繕（植栽地）

苗木生産

苗木運搬

Term-1 Term-2 Term-3 Term-4 Term-5

（計5.50月）

（計3.50月）

（計54.0月）
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3-3 相手国側分担事業の概要 

 

表 3-43 「ベ」国側分担事業の実現可能性と妥当性 
項  目 「ベ」国側分担事業 実現可能性・妥当性 

実施設計時 ① 関係機関への MB の設置 
② B/A の締結 
③ A/P の発給 
④ E/N に基づく本邦コンサルタント

との実施設計に関する契約 
⑤ プロジェクト対象地（森林）の住民

への分配 
⑥ 入札図書の承認 

これらは、実施設計を行ううえで、最

低限の相手国側の負担事項である。⑤以

外は、いずれも PACSA での実績がある

ため、相手国側の実施に特に問題はな

い。 
⑤に関しても、PACSA では協力対象

事業実施後に実施しており（7 ヶ月程度

を要した）、また「ベ」国の植林案件で

は、植栽工事前に土地（森林）を分配す

るのが一般的であるため、実施に問題は

ない。 
本体工事の施工契

約前 
① B/A の締結 
② A/P の発給 
③ E/N に基づく本邦コンサルタント

との施工監理に関する契約 
④ 入札の実施 
⑤ 施工契約の締結 

上記同様、いずれも PACSA での実績

があるため、相手国側の実施に特に問題

はない。 

本体工事実施中   
【工事全体】   

許認可事務 ① プロジェクトの実施に必要な許認

可事務 
上記同様、いずれも PACSA での実績

があるため、相手国側の実施に特に問題

はない。 
維持管理業務 ① 維持管理に必要な機材（車輌等）の

調達 
② 引き渡し後の植林地・仮設物・施設

の警備・巡視 

「ベ」国側資金による車輌の購入は現

実的ではないため、現有車輌の使い回し

等の対策が必要である。また、急な用事

であれば、施工業者や施工監理者の車輌

に同乗することも可能である。 
引き渡し後の各施設の警備・巡視に関

しては、予算が要求されているところで

ある。 
チタン鉱区 ① 工事開始までにチタン鉱区の撤収

完了（原状復帰作業を含む）＝対象

地内の障害物の除去 

MARD および Binh Dinh 省から、チタ

ン開発業者の撤収計画および本事業実

施後のチタン再開発の放棄に関するレ

ターを取得済みであり、実現可能性は極

めて高い状況にある。 
各種啓蒙活動 ① パンフレット等の作成 

② 住民への各種説明会の実施 
③ 「森林の日」に合わせたイベントの

実施 

これらの活動は PACSA においても定

評のあるところであり、本事業において

も積極的に関与するものと期待できる。

施工監理 ① 工事開始通知書の発行 
② 各種検査への立会と検査合格証・完

了証明書等の発行 

これらの活動も PACSA において遅滞

なく実施された経緯がある。 

【植林工事】   
植栽・保育 ① プロジェクト対象地（森林）の住民

への分配（工事開始前） 
② 対象地内の障害物の除去 
③ 労働力確保の調整 

①に関しては前述のとおりである。 
②に関しては現地調査時点では、対象

地内に問題になるような障害物は、チタ

ン鉱区を除いて存在していない。
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④ 牛等の家畜による食害軽減措置（調

整業務） 
⑤ 病虫害への対応 
⑥ 山火事への対応 
⑦ 植栽木等の盗難への対応 
⑧ その他地域住民への説明・協力要請

PACSA においてもそのような障害物は

なかった。軽微なものであれば林内除地

で対応可能である。 
③～⑧に関しては、PACSA では概ね

実績があるが、一部の地域で機能しなか

った経緯もある。したがって、本事業で

は、日本側（施工業者・施工監理者）か

ら常に「ベ」国側への積極的な働きかけ

が必要となる。また、本事業では PACSA
と異なり植栽前に維持管理担当者が設

定されることになるため、各対応も迅速

に行われると期待できる。 
苗木調達 ① 既存苗畑および関係機関との調整

業務 
PACSA でも実績があり、また、「ベ」

国側の日常業務であるため、まったく問

題はない。 
作業道の整備 ① アクセス道路の整備（開設と維持修

繕） 
Quang Nam 省 ： 2 箇所 600 m 
Quang Ngai 省 ： なし 
Binh Dinh 省 ： なし 

PACSA でも実績があるため問題はな

い。必要となる経費も予算請求されてい

るところである。 

仮設苗畑造成 ① 造成予定地の障害物の除去 
② 苗畑関連施設への電力の引き込み 

①に関して、現地調査時点では、対象

地内に問題になるような障害物は存在

しない。PACSA においてもそのような

障害物はなかった。軽微なものであれば

造成予定地の位置を若干移動すること

でも対応可能である（予定地は林班内で

あるため）。 
②に関しては、PACSA でも一部で実

績があり、必要となる経費も予算請求さ

れているところである。 
監視塔設置 ① 引き渡し後の施設の維持管理 引き渡し後の維持管理の予算が要求

されているところである。 
プロジェクト紹

介看板設置 
① 用地確保 
② 引き渡し後の施設の維持管理 

①に関しては、PACSA でも実績があ

るため、まったく問題はない。 
②に関しては、予算が要求されている

ところである。 
本体工事終了後 ① 造成された海岸保全林の維持管理 

② 建設された施設の維持管理 
③ （必要に応じて）仮設物の維持管理

④ 海岸保全林造成技術の普及・啓蒙活

動 
⑤ 瑕疵検査の立会と検査完了証明書

の発行 

PACSA において問題になったのは、

協力対象事業実施中の維持管理であり、

本体工事終了後に「ベ」国側で維持管理

を実施しているうえで、大きな問題は生

じていない。したがって、本プロジェク

トにおいても特に問題は生じないと予

想できる。 
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3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

(1) 運営・維持管理体制 

プロジェクトの運営は、中央政府の責任機関である MARD および省レベルの実施機関である

DARD がそれぞれ担当する。 

協力対象事業の実施期間中は、それぞれの組織内に MB が設置され、この MB と日本側が一体

となって、本事業を推進する計画である。 

また、協力対象事業実施後は、MB は解体されるが、引き続き MARD および DARD が本プロジ

ェクトの運営・維持管理にあたる。MB は解体されても、担当者はそのまま業務を引き継ぐこと

から、実質的な運営・維持管理体制に変更はない。 

 

(2) 住民による維持管理 

保全林の適正な維持管理を担保する観点から、植栽前に「ベ」国負担において、プロジェクト

対象地（森林）の住民分配が行われる。このことにより、植栽地の維持管理は DARD の指導の下

に植栽地（森林）の分配を受けた住民により行われる。ただし、経費に関しては、各 Term の作業

期間中は日本側が資金を負担し、引き渡しから次の作業が実施されるまでの期間は「べ」国側資

金で賄われる。協力対象事業の実施期間中は、このように経費負担が日本・「ベ」国間を行き来す

るが、いずれにしても分配を受けた住民が責任を持って保全林を維持管理する。 

協力対象事業実施後は、本プロジェクトも PACSA 同様、661 プログラムに吸収され、安定した

維持管理経費が担保されることとなる。引き続き、DARD が主体となり、海岸保全林の適正な維

持管理が確保されるよう担当の職員がパトロールを行い、住民指導を徹底する。 

なお、パトロールを円滑に行うための機材（四輪駆動車、モーターバイク等）は、「ベ」国側で

確保するほか、海岸保全林の運営・維持管理に必要な予算、人員は MARD および DARD が共同

して確保する計画である。 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 
本協力対象事業を実施する場合に必要となる事業費総額は、11.69 億円となる。日本側と「ベ」

国側との負担区分に基づく両国の経費内訳は、下記のとおりである。 

なお、本事業費は概算であり、交換公文（E/N）上に記載される協力対象事業の供与総額は、日

本国が再審査を行ったうえで決定する。 

 

(1) 日本側負担経費 

表 3-44 日本側負担経費 

事業費区分

（１） 植林費 8.77 億円

　　ア. 直接工事費 ( 5.33 )

　　イ. 共通仮設費 ( 0.55 )

　　ウ. 現場経費 ( 2.27 )

　　エ. 一般管理費等 ( 0.62 )

（2） 設計監理費 2.15 億円

合　　計 10.92 億円  
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(2) 「ベ」国側負担経費 

表 3-45 「ベ」国側負担経費 

① 実施設計 21.300 百万 VND 約 0.16 百万円 ① 航空賃 825,000 VND/片道 × 2 往復 ＝ 3,300,000 VND

時の立会い ② 宿泊費 300,000 VND/泊 × 60 泊 ＝ 18,000,000 VND

② 啓蒙活動 760.000 百万 VND 約 5.54 百万円 ① パンフレット作成 40,000,000 VND/発行 × 7回発行 ＝ 280,000,000 VND

② 森林の日イベント開催費 40,000,000 VND/回・省 × 4回 × 3省 ＝ 480,000,000 VND

③ 検査の 76.500 百万 VND 約 0.56 百万円 ① 航空賃 825,000 VND/片道 × 10 往復 ＝ 16,500,000 VND

立会い ② 宿泊費 300,000 VND/泊 × 20 泊 × 10回 ＝ 60,000,000 VND

④ プロジェクト 985.500 百万 VND 約 7.18 百万円 ① Quang Nam 省 400,000 VND/ha × 570.52 ha ＝ 228,208,000 VND

対象地の ② Quang Ngai 省 400,000 VND/ha × 409.61 ha ＝ 163,844,000 VND

住民への ③ Binh Dinh 省 400,000 VND/ha × 1,483.62 ha ＝ 593,448,000 VND

分配経費

⑤ 病虫害 600.000 百万 VND 約 4.37 百万円 ① Quang Nam 省 36,000,000 VND/年 × 4 年 ＝ 144,000,000 VND

対策費 ② Quang Ngai 省 24,000,000 VND/年 × 4 年 ＝ 96,000,000 VND

③ Binh Dinh 省 90,000,000 VND/年 × 4 年 ＝ 360,000,000 VND

⑥ アクセス 544.800 百万 VND 約 3.97 百万円 ① Quang Nam 省開設 600 m × 400,000 VND/m ＝ 240,000,000 VND

道路の開設 ② Quang Nam 省維持修繕 600 m × 127,000 VND/m × 4回 ＝ 304,800,000 VND

・維持修繕 ③ Quang Ngai 省 0 VND

④ Binh Dinh 省 0 VND

⑦ 苗畑関連 32.000 百万 VND 約 0.23 百万円 ① Binh Dinh 省 32,000,000 VND/工事 × 1 工事 ＝ 32,000,000 VND

施設への

電力の

引き込み

⑧ 監視塔の 224.000 百万 VND 約 1.63 百万円 ① Quang Nam 省 14,000,000 VND × 1 基 × 4 年 ＝ 56,000,000 VND

維持修繕費 ② Quang Ngai 省 14,000,000 VND × 1 基 × 4 年 ＝ 56,000,000 VND

③ Binh Dinh 省 14,000,000 VND × 2 基 × 4 年 ＝ 112,000,000 VND

⑨ プロジェクト 185.000 百万 VND 約 1.35 百万円 ① Quang Nam 省 11,000,000VND×2基＋7,000,000VND×2基 ＝ 36,000,000 VND

紹介看板の ② Quang Ngai 省 11,000,000VND×2基＋7,000,000VND×6基 ＝ 64,000,000 VND

維持修繕費 ③ Binh Dinh 省 11,000,000VND×2基＋7,000,000VND×9基 ＝ 85,000,000 VND

⑩ MB運営 6,930.000 百万 VND 約 50.52 百万円 ① MARD 30,000,000 VND/月 × 67ヶ月 ＝ 2,010,000,000 VND

経費 ② Q.Nam DARD 15,000,000 VND/月 × 66ヶ月 ＝ 990,000,000 VND

③ Q.Ngai DARD 15,000,000 VND/月 × 66ヶ月 ＝ 990,000,000 VND

④ B.Dinh DARD 15,000,000 VND/月 × 66ヶ月 ＝ 990,000,000 VND

⑤ P'C of T.Binh Dist. 7,500,000 VND/月 × 65ヶ月 ＝ 487,500,000 VND

⑥ P'C of D.Pho Dist. 7,500,000 VND/月 × 65ヶ月 ＝ 487,500,000 VND

⑦ P'C of P.My Dist. 7,500,000 VND/月 × 65ヶ月 ＝ 487,500,000 VND

⑧ P'C of P.Cat Dist. 7,500,000 VND/月 × 65ヶ月 ＝ 487,500,000 VND

⑪ 住民による 319.127 百万 VND 約 2.33 百万円 ① Term-1 100,000 VND/ha年 × 0 ha × 0 年 ＝ 0 VND

維持管理 ② Term-2 100,000 VND/ha年 × 1,044.42 ha × 0.083 年 ＝ 8,704,000 VND

③ Term-3 100,000 VND/ha年 × 1,044.42 ha × 0.417 年 ＝ 43,518,000 VND

100,000 VND/ha年 × 2,463.75 ha × 0.083 年 ＝ 20,531,000 VND

④ Term-4 100,000 VND/ha年 × 2,463.75 ha × 0.417 年 ＝ 102,656,000 VND

100,000 VND/ha年 × 2,463.75 ha × 0.083 年 ＝ 20,531,000 VND

⑤ Term-5 100,000 VND/ha年 × 2,463.75 ha × 0.417 年 ＝ 102,656,000 VND

100,000 VND/ha年 × 2,463.75 ha × 0.083 年 ＝ 20,531,000 VND

計 10,678.227 百万 VND 約 77.84 百万円

内訳
金額

事業費区分
現地通貨 日本円換算

 
 

(3) 積算条件 

① 積算時点 平成 19 年 2 月 

② 為替交換レート 1 USD ＝ 116.45 円 ＝ 15,966 VND 

1 VND ＝ 0.00729 円 

③ 施工期間 A 型国債による 1 期による工事であり、これに要する詳細設計、工事の期

間は、事業実施工程表に示したとおりである。 

④ その他 本事業は、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施されるものとす

る。 
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3-5-2 運営・維持管理費 
協力対象事業実施後の本プロジェクトの運営・維持管理は、中央政府では MARD、省レベルで

は DARD によって行われる。この運営・維持管理に必要となる経費は、概算で以下のようになる。

本経費は、森林の維持管理に関しては 661 プログラムから、それ以外は主に地方省の DARD の予

算の中から手当てされる見通しである。 

なお、本経費の該当期間は PACSA 同様、協力対象事業実施後 20 年間とし、物価上昇率等は一

切考慮していない概算計上である。 

 

表 3-46 運営維持管理費 

① 病虫害 3,000.000 百万 VND 約 21.87 百万円 ① Quang Nam 省 36,000,000 VND/年 × 20 年 ＝ 720,000,000 VND

対策費 ② Quang Ngai 省 24,000,000 VND/年 × 20 年 ＝ 480,000,000 VND

③ Binh Dinh 省 90,000,000 VND/年 × 20 年 ＝ 1,800,000,000 VND

② 監視塔の 560.000 百万 VND 約 4.08 百万円 ① Quang Nam 省 14,000,000 VND × 1 基 × 10 年 ＝ 140,000,000 VND

維持修繕費 ② Quang Ngai 省 14,000,000 VND × 1 基 × 10 年 ＝ 140,000,000 VND

③ Binh Dinh 省 14,000,000 VND × 2 基 × 10 年 ＝ 280,000,000 VND

③ プロジェクト 740.000 百万 VND 約 5.39 百万円 ① Quang Nam 省 36,000,000 VND × 維持修繕 4 回分 ＝ 144,000,000 VND

紹介看板の ② Quang Ngai 省 64,000,000 VND × 維持修繕 4 回分 ＝ 256,000,000 VND

維持修繕費 ③ Binh Dinh 省 85,000,000 VND × 維持修繕 4 回分 ＝ 340,000,000 VND

④ 住民による 4,927.500 百万 VND 約 35.92 百万円 ① Quang Nam 省 100,000 VND/ha年 ×    570.52 ha × 20 年 ＝ 1,141,040,000 VND

維持管理 ② Quang Ngai 省 100,000 VND/ha年 ×    409.61 ha × 20 年 ＝ 819,220,000 VND

③ Binh Dinh 省 100,000 VND/ha年 × 1,483.62 ha × 20 年 ＝ 2,967,240,000 VND

計 9,227.500 百万 VND 約 67.26 百万円

内訳
金額

事業費区分
現地通貨 日本円換算
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3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

本事業の円滑な実施に直接的な影響を与えうる項目は以下のとおりである。 

 

(1) 相手国側分担事業に関する留意事項 

本事業における相手国分担事業のほとんどの項目（「表 3-43 「ベ」国側分担事業の実現可能性

と妥当性」参照）は、既に PACSA で「ベ」国側の実績があるため、実現可能性は高いとの結論に

至っているが、協力対象事業の円滑な実施に対し、大きな影響を与えうる項目を改めて整理する

と以下のとおりである。 

以下の各項目が「ベ」国側で円滑に実施されない限り、本事業の実施を円滑に行うことは困難

となる。 

表 3-47 相手国分担事業に関する留意事項とその内容 

項 目 留意事項 詳 細 

実施設計時 プロジェクト対象地（森

林）の住民への分配 
「ベ」国での森林の維持管理は、一般的に周辺住民によっ

て実施されるため、その担当者を工事実施前に決定してお

くという取り決め。対象 3 省ごとに方針が異なり、住民で

はなく組織に一時的に割り当てる案も出てきている。いず

れにせよ、本事業実施中の森林の維持管理の担当者が事前

に決定しなければ、工事実施の遅れや、場合によっては事

業を中止する危険性も出てくるので、実施設計時に「ベ」

国側の実施状況を確認する必要がある。 

本体工事実施中   

維持管理業務 維持管理に必要な機材

（車輌等）の「ベ」国側

による調達 

本事業による車輌の供与はなくなったが、森林の維持管理

に車輌が必要なことに変わりはなく、また、「ベ」国側が

新たに車輌を調達するのも困難な状況にある。現有車輌の

利用が検討されているが、実施機関の担当者がサイトに行

く機会が PACSA に比して減るのではないかと懸念されて

いる。施工監理者や施工業者が積極的にサイト視察の機会

を作る必要がある。 

チタン鉱区 工事開始までにチタン

鉱区の撤収完了（原状復

帰作業を含む）＝対象地

内の障害物の除去 

Binh Dinh 省人民委員会は、現在プロジェクトサイトの一

部で操業されているチタン鉱山を、本プロジェクトの本体

工事が始まるまでに撤収し、原状復帰も終わらせると約束

している。また、併せて、植栽後にチタン採掘を再度行う

こともしないと文書で回答している。どちらの項目も、

「ベ」国側が約束どおりに実行できないと、本事業の実施

は極めて難しい状態となる。したがって、実施施工段階か

ら、「ベ」国側の対応状況を確認し続ける必要がある。 

植栽・保育 

 

 

 

 

牛等の家畜による食害

軽減措置（調整業務） 
本項目は、PACSA 実施時に、一部で対応が遅れたために

食害が発生した反省に立っている。家畜による食害を減ら

すには、(i) 森林の維持管理担当者による見廻りの強化と、

(ii) 放牧者に対するプロジェクトへの協力要請等の調整

業務の強化、の 2 点が必要である。(i) は本事業実施期間

中の維持管理担当者を事前に決めることから PACSA より

も強化されているため、(ii) が適切に実施されるよう、
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MB 担当者への働きかけを図る必要がある。 

病虫害への対応 上記同様、PACSA でも対応が後手にまわった経緯がある。

改善策としては、(i) 森林の維持管理担当者が病虫害の発

生を発見した際に、報告が迅速に行われる体制作りと、(ii) 
MB による迅速な対応が必要となる。この 2 点が確保され

るよう、「ベ」国側と協議を重ねていく必要がある。 

山火事への対応 PACSA では、幸運にもサイト内での大規模火災は発生し

なかったが、本事業でも発生しないという保証はないた

め、森林の維持管理担当者が森林火災を発見した際に、早

急に消防活動が開始できるような体制の構築が必要とな

る。「ベ」国側の体制構築状況や運営状況をモニタリング

するなど、日本側でも取るべき事前の対応策がある。 

植栽木等の盗難への対

応 
本項目も PACSA での反省によるものである。盗難を最小

限に食い止めるため、(i) 森林の維持管理担当者による見

廻りの強化と、(ii) 広い範囲での地域住民へのプロジェク

ト協力要請の強化、の 2 点が必要となる。(i) は本事業実

施期間中の維持管理担当者を事前に決めることから

PACSA よりも強化されている。(ii) は、住民代表だけで

なく、子供も含めた老若男女いずれにも周知徹底されるよ

う、MB 担当者への働きかけを図る必要がある。 

植栽・保育 

 

その他地域住民への説

明・協力要請 
上記以外でも、サイト周辺の住民へのプロジェクト内容説

明や協力要請は、プロジェクトへの理解や普及等にとって

も重要であるため、上記同様、MB 担当者への働きかけを

図る必要がある。 

 

(2) 長期継続的な維持管理体制 

1) 維持管理体制 

本事業実施後、本プロジェクトは PACSA 同様に 661 プログラムに吸収される。これにより、

MARD および DARD が共同して維持管理に必要な予算、人員を確保し、長期的な維持管理体制が

確保される計画である。各省では、住民による適切な維持管理が図られるよう、DARD がパトロ

ール等を通じて指導することとされている。 

また、「ベ」国へ引き渡したあとの森林は、5～10 年経過すると林冠がうっ閉した状態になり、

その後の林木の健全な育成のためには適切な除伐、間伐が必要となる。造成された海岸保全林は

保護林に位置付けられ、間伐材、林産物、非木材産物の利用を享受できる（首相決定令 661/QD-TTg

号）ことから、長期にわたる合理的な森林管理計画を立てる必要がある。 

さらに、長期継続的に適正な維持管理を確保するためには、造成した海岸保全林が広範囲に分

散していることから、地方省のみならず各県、各村においても、森林維持管理に係る責任分担を

明確にし、住民主体の維持管理を定着していくことが重要である。 

2) 調査記録 

本事業実施後も協力期間中に実施した調査を継続し、成育状況を長期にわたって記録、分析す

ることが、「ベ」国における保全林造成技術を向上させるのに必要である。特に、モクマオウは長

期にわたる成長の記録が世界的にも少なく、海岸林を対象とした除伐、間伐等の具体的技術基準

をまとめたものがないことから、継続的な調査記録は大変重要である。 
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第4章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

本プロジェクトの実施により、次のような効果が期待できる。 

表 4-1 本プロジェクトの効果 

現状と問題点 協力対象事業 
での対応 

直接効果・ 
改善程度 間接効果・改善程度 

海岸保全林が

整備されてい

ないため、飛

砂、強風、砂

の移動等によ

る被害が発生

し、海岸砂地

周辺住民の生

活に支障をき

たしている。 

海岸保全林の

整備 
① 砂の移動が激しい

海岸砂地におい

て、平均樹高 1 m
以上の海岸保全林

が、2,000 ha（対象

地面積の約 80 %）

以上整備される。

② 飛砂、強風、砂の

移動等による農漁

村への被害が軽減

する（地域住民の

強風被害を受けた

世帯の割合 86.5 %
および飛砂被害を

受けた世帯の割合

68.8 %がそれぞれ

減少する）。 
 

① 小規模二酸化炭素（CO2）吸収源となり、

地球温暖化防止に寄与する。 
② 海岸地域における自然環境の保全および

生物多様性の向上に寄与する。 
③ 保全林の維持管理作業を継続的に実施す

ることにより、地域住民の就労の場が増え

る。 
④ 保全林の維持管理作業を継続的に実施す

ることにより、薪炭材や有機物が供給され

る。 
⑤ 海岸保全林周辺の農地や水産施設の生産

性が向上する。 
⑥ 海岸保全林周辺で、新たに宅地、農地、水

産施設等が整備されるようになる。 
⑦ 海岸保全林が防潮林としての効果を発揮

し、高潮や津波の被害が軽減される。 

 

これらの効果と併せ、本プロジェクトの達成度を示す各指標を以下のように整理する。 

 

本プロジェクトの成果指標： 協力対象事業終了後、1 年目（最初の雨季）の時点で、平均樹

高 1 m 以上の海岸保全林が、2,000 ha（対象地面積の約 80 %。

現状では 0 ha。）以上整備される。 

プロジェクト目標の指標： ① 協力対象事業実施後 5 年目以降に実施するアンケート調査

で、地域住民の強風被害件数が減少する（基本設計調査時

86.5 %（386 世帯/ 446 世帯）が毎年被害を受けていた）。 
② 協力対象事業実施後 5 年目以降に実施するアンケート調査

で、地域住民の飛砂被害件数が減少する（基本設計調査時

68.8 %（307 世帯/ 446 世帯）が毎年被害を受けていた）。 

 

(1) 成果指標について 

PACSA の瑕疵検査時（協力対象事業終了後、最初の雨季の末期）で実施した森林現況調査の結

果、造成された海岸保全林全体の生存率が 81 %であったことから設定した。本プロジェクトは

PACSA に比して技術的難易度の高い地域で植林を行うため生育環境は悪化するが、同時に PACSA

の課題等を踏まえ、土壌改良剤や元肥の見直し、保育期間の延長等を行ったことから、PACSA と

同等程度の生存率を確保することが必要であると判断したためである。 
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また、樹高については、静砂垣の地上高（1.7 m）とその防風効果範囲（柵高の 20～25 倍）と

の関係から、強度の流砂地においても植栽木の平均樹高は 1 m 以上になると想定したことによる。 

評価のタイミングは、乾季は植栽木の落葉現象により、その生存と枯死の判別が困難であるた

め、雨季の末期が最適であることによる。 

 

(2) プロジェクト目標の指標について 

「2-2-3 環境社会配慮」のとおり、アンケートを実施した対象地周辺の住民の回答者 446 名のう

ち、86.5 %にあたる 386 名が強風による被害をほぼ毎年受けており、また、68.8 %にあたる 307

名が飛砂による被害をほぼ毎年受けていることが判明した。したがって、この被害割合が減少す

るかどうかを指標にすることで、飛砂や強風による被害が軽減したかどうかを測るものとする。 

なお、海岸保全林の飛砂効果は、植栽後比較的早期に発現するが、防風効果に関しては、ある

程度の樹高生長が確保されないとその効果を実感できない傾向がある。一方、本プロジェクトの

全期間は都合 25 年間であるため、他の一般的なプロジェクトのように、プロジェクト終了後に評

価を行うことは現実的でない。そこで、本プロジェクトでは、我が国の無償資金協力の投入が地

元住民の記憶に十分留まっており、かつ、防風・防砂効果が発現し始めると想定できる時期とし

て、本無償資金協力実施後 5 年目以降を評価のタイミングと設定する。 

本業務のアンケート調査によって、強風および飛砂による被害を地域住民が想像以上に受けて

いたことが判明した。ただし、本業務においては、被害の具体的な内容や発生頻度は詳細に調査

できなかったことから、どのような被害がどれくらい減るかという具体的な記述が現時点で設定

できていない。そこで、今後は実施設計段階で詳細なベースライン調査を行い、本指標をさらに

詳細なものにしていく必要がある。 

 

 

4-2 課題・提言 

4-2-1 相手国側の取り組むべき課題・提言 
プロジェクトの効果が発現・持続するために必要となる「ベ」国側の取り組むべき課題は以下

のとおりである。 

 

(1) 森林の維持管理 

プロジェクトの効果が発現し続けるためには、「ベ」国側による森林の維持管理の実施が重要な

鍵となる。PACSA の反省を踏まえ、本プロジェクトでは、工事開始前に森林の維持管理担当者（主

に地域住民による）を決めることとしたため、協力対象事業実施中の維持管理体制は強化されつ

つある。 

また、協力対象事業実施後の「ベ」国側による維持管理は、PACSA においても一定の評価があ

った。ただし、協力対象事業実施後 5～10 年経過すると林冠がうっ閉した状態になり、その後の

林木の健全な育成のためには適切な除伐、間伐が必要となる。造成された海岸保全林は保護林に

位置付けられ、間伐材、林産物、非木材産物の利用を享受できることから、長期にわたる合理的

な森林管理計画を立てる必要がある。 
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また、対象地を含む「中南部沿岸地域」は、様々なセクターによる開発の波が押し寄せている

場所でもある。本プロジェクトで整備した保全林が、可能な限り長期間、保全林としての機能を

高次元で発揮していくために、適切な維持管理と利用方法に関して、今後、関係機関と協議を深

める必要がある。これは、他の開発に伴う一部の土地転用手続き方法も含めて検討されるべきで

ある。 

 

(2) 海岸保全林造成技術の普及 

本プロジェクトの上位計画は「500 万 ha 森林造成国家計画」であり、その中で海岸保全林の造

成の目標は、「ベ」国全体で 10 万 ha となっている。PACSA および本プロジェクトで造成する海

岸保全林の林班面積を合計しても 6,000 ha 超に過ぎず、目標の達成のためには、本プロジェクト

で採用し、実施中にさらに現地に即した改良を加えた技術を用いて、「ベ」国内で同様の案件が継

続的に実施されていく必要がある。 

本業務においては、効果的なソフトコンポーネント計画の実施が困難であると予測されたため、

その採用が見送られた経緯があり、啓蒙普及活動はすべて「ベ」国側の分担事項となっている。

したがって、本プロジェクトのモデル性が高次元に発揮されるためには、「ベ」国側による普及活

動および計画立案能力が問われることとなる。 

 

4-2-2 技術協力・他ドナーとの連携 
PACSA も併せ、本業務においても、長期・短期専門家や海外青年協力隊員の派遣、プロジェク

ト方式技術協力等の各種技術協力に関して、その必要可能性を検討し続けてきたが、いずれの協

力にも内容がそぐわないとして採用を見送ってきた経緯がある。本プロジェクトのような大規模

一斉植林プロジェクトでは、植栽後の森林の維持管理や病虫害対策等が主な活動内容として挙が

るが、これらの活動だけで技術協力を実施するのはかなりの無理がある。「ベ」国側では、PACSA

においても一定の維持管理業務を実施しており、彼らから希望が出ているのは、成長不良林の改

善策や病虫害対策等に必要な資金の協力であり、技術的側面での協力要請はない。 

現時点で可能性が残されているのは、対象地周辺での農村開発分野での技術協力である。本プ

ロジェクトで造成した海岸保全林をどのように活用していくかを、森林・林業分野だけでなく、

農業・水産業・灌漑・医療保健・貧困対策・産業開発・ジェンダー等を含めた総合的な地域開発

の視点で整理していくというものである。 

いずれにしても、今後、プロジェクトを実施していく中で、先方政府との協議を重ね、どの分

野で日本が協力できるか、対象を絞り込んでいく必要がある。 

一方、他ドナーとの連携に関しては、様々な提言が可能である。「1-1 当該セクターの現状と課

題」で触れたとおり、現在のところ、山間部が WB、KFW、JBIC 等による森林造成で、海岸付近

は日本の無償資金協力で実施するという方針がドナー間で調整されている。しかしながら、日本

の無償資金協力はモデル性の提示が本来の目的のひとつであるため、今後も引き続き本事業をフ

ェーズ 2、3 と重ねていくのには無理がある。また、事業の実効性や技術的な側面での課題は、本

プロジェクトの実施により、かなりの部分が解決できるものと考えられるため、たとえば、小規

模 AR-CDM 事業と絡めた有償資金協力や民間植林会社独自参入による保全林造成等の実施が不

可能ではないと推測する。 

「ベ」国での海岸保全林の造成が拡大・普及するために、本プロジェクトの実施に際し、こう
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いった視点での橋渡しをどう実現していくかを検討し続ける必要がある。 

 

 

4-3 プロジェクトの妥当性 

「表 4-2 本プロジェクトの妥当性の検討」のとおり、様々な角度から本プロジェクト実施の妥

当性を検討した結果、程度の差こそあれ、ほとんどの項目でその妥当性が確認できた。 

表 4-2 本プロジェクトの妥当性の検討 

番号 検討項目 検討内容 

01 プロジェクト目標と上

位目標の指し示す方向

性は、「ベ」国政策と合

致するか。 

① プロジェクト目標である海岸保全林の造成による住環境の改

善は、「ベ」国の「第 8 次国家開発 5 ヵ年計画（2006～2010 年）」

における社会経済開発や貧困削減に対し間接的に貢献するも

のである。 

② 上位目標である海岸保全林造成の普及が図られることは、「ベ」

国の林野行政政策の中心的存在である「500 万 ha 森林造成国家

計画」に直接的に貢献するものである。 

02 同方向性は、対象地方省

のニーズと合致するか。 
 対象 3 省はいずれも、海岸地域の安定化を図るため、もともと

海岸保全林の造成に力を入れてきた経緯があり、本プロジェク

トの方向性と省のニーズとは一致している。 

03 同方向性は、対象地周辺

の住民ニーズと合致す

るか。 

① 住民アンケート結果によると、飛砂、強風、砂の移動等による

被害を受けている住民は、全体の 69～86 %に達し、環境改善を

求める声が非常に高かった。 

② 同アンケートにおいて、植林事業の必要性や参加協力に関して

も高い賛同を得ている。 

04 同方向性は、日本の「ベ」

国援助政策の方針と合

致するか。 

① 日本の「対ベトナム国別援助計画」においても、「環境」、特に

「森林保全・回復についての支援に重点的に取り組む」とあり、

また、「生物多様性の保全に係る支援を検討する」との記載が

ある。 

② 同じく、「農業・農村開発」においても、「生活・生産インフラ

の整備・管理に係る支援に重点的に取り組む」とある。 

05 プロジェクトの裨益対

象が、貧困層を含む一般

国民であるか。また、そ

の数がかなりの多数で

あるか。 

① 本プロジェクトのターゲットグループは、対象海岸砂地周辺の

住民（農漁村民）であり、住民アンケート調査においては、貧

困層は明確に表れなかったが、多くの貧困層を含んでいると推

測できる。 

② 本プロジェクトの裨益効果は、ターゲットグループが直接的に

享受するものであり、その受益者数は計 119,172 人である。 

06 プロジェクトの目標が

人間の安全保障の観点

から、BHN や教育・人造

りに合致するか、若しく

は、民生の安定や住民の

生活改善のために緊急

的に求められているプ

ロジェクトであるか。 

① 本プロジェクトの実施による住環境の改善は、地域住民にとっ

て喫緊の要望であり、現地の BHN に合致している。また、本

プロジェクトの実施による飛砂等の被害軽減ならびに貧困削

減および津波被害軽減等への間接的貢献により、人間の安全保

障に対しても一定の働きかけが可能である。 

② 飛砂、強風、砂の移動等による被害は深刻な状態にあり、本プ

ロジェクトによる生活環境の改善は、緊急を要するものであ

る。 
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07 被援助国が原則として

独自の資金と人材・技術

で運営・維持管理を行う

ことができ、過度に高度

な技術を必要としない

か。 

① PACSA においても、「ベ」国側によるプロジェクトの運営・維

持管理は比較的円滑に進められた経緯がある。 

② PACSA の森林の維持管理については、問題点もいくつか指摘さ

れている（事業実施中の維持管理不足、事業終了後の小規模な

違法伐採等）が、全体的には良好に実施されている。 

③ 本プロジェクトにおいては、PACSA の反省を踏まえた対策をと

っていることから、事業の運営・維持管理および森林の維持管

理がハイレベルで実施されることが期待されている。 

④ 植林、保育、育苗方法などの、本プロジェクトの基本コンポー

ネントに関しては、「ベ」国側の技術水準は十分なレベルにあ

る。 

⑤ 本プロジェクトで採用する新技術の一部は、「ベ」国でまった

く新たに導入されるものも含まれているが、地元産で廉価な資

材の採用、普通作業員クラスでも扱いやすい平易な構造、維持

管理も容易かつ安価にできる等、特別に高度な技術は必要とし

ないものとなっている。 

08 当該国の中・長期的開発

計画の目標達成に資す

るプロジェクトである

か。 

 上記 01 に準ずる。 

09 プロジェクトの収益性

は低いものであるか。 
① 本プロジェクトで造成する森林は、経済林ではなく保全林であ

り、基本的に禁伐対象地である。 

② プロジェクト対象地の自然条件は極めて劣悪であり、森林の成

長や更新もあまり期待できないことから、木材や特用林産物に

よる収益性はほとんど期待できず、薪や枝葉等の有機物の供給

程度の活用に限定される。 

10 環境社会面で負の影響

がないか、負の影響を排

除するための何らかの

措置がとられているか。 

① 「2-2-3 環境社会配慮」のとおり、本プロジェクトは JICA 環境

社会配慮ガイドラインにおけるカテゴリー分類でCとなってお

り、負の影響を与えるおそれは極めて低い。 

② 本プロジェクトの各種工事により、一時的に負の影響を及ぼし

うる項目としては、工事車輌による雨季のアクセス道路の泥濘

化、作業員の一時的な大量雇用等が考えられるが、いずれも基

本計画および実施の留意事項等で対策を講じている。 

③ アンケート調査の実施により、個体数は激減しているものの対

象地のごく近隣においてウミガメの産卵が確認されたため、産

卵場所を確保する目的で、前砂丘より汀線側での工事を実施し

ない計画とした（植栽付帯工や一時的な作業道利用等）。 

11 我が国の無償資金協力

の制度により、特段の困

難なくプロジェクトが

実施可能であるか。 

 本プロジェクトの実施に特段の困難はない。 
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4-4 結論 

「ベ」国中南部の海岸部では、長年にわたって強風や飛砂による被害が持続的に発生しており、

地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしている。 

このような状況から、「ベ」国中南部地域の Quang Nam 省、Quang Ngai 省、Binh Dinh 省および

Khanh Hoa 省の 4 省における海岸地域の植林について、我が国に無償資金協力の要請がなされた

ものである。 

要請を受けて行われた予備調査では、(i) 実施スキームは対象地からの収入の見込みがないこと

から無償資金協力が該当、(ii) 中南部の海岸砂地は他のドナーの該当なし、(iii) 海岸砂丘周辺の

飛砂・流砂被害防止のため緊急対応が必要、といった妥当性が報告されている。 

本業務では、Khanh Hoa 省に係わる本事業の要請が取り下げられたことから、残りの 3 省を主

たる対象として基本設計調査が行われた。現地調査では、国家プロジェクトとの整合性、我が国

の無償資金協力スキームでの実現可能性、事業実施による裨益効果、植栽対象地の確定、造成森

林の適正な維持管理、植栽付帯工等の新技術導入にあたっての「ベ」国側の技術水準などの事項

についての調査を行い、関係機関との協議を行った。 

その結果は、「プロジェクトの効果」、「プロジェクトの課題と提言」、「プロジェクトの妥当性」

として既述したとおりであり、本事業を我が国の無償資金協力で実施することは、妥当性が非常

に高くかつ大変有効である。 
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１． 調査団員・氏名 

(1) 基本設計調査団 

氏名 担当分野 所属 
東城 康裕 総括 

 
独立行政法人 国際協力機構 
JICA ベトナム事務所次長 
 

清水 俊二 技術参与 
 

林野庁海外林業協力室課長補佐 
 

中村  博 計画管理 
 

独立行政法人 国際協力機構 
無償資金協力部 業務第 3 グループ 
農漁村開発チーム 
 

礒部 孝雄 業務主任 / 森林管理計画 財団法人 林業土木コンサルタンツ 
国際部長 
 

山瀬  岳 植林計画 I / 育苗計画 
 

財団法人 林業土木コンサルタンツ 

品川 正義 植林計画 II /  
自然条件調査 
 

財団法人 林業土木コンサルタンツ 

東條 将之 施工計画・積算 
 

財団法人 林業土木コンサルタンツ 

山口 啓文 調査補助 
 
 

財団法人 林業土木コンサルタンツ 
（自社負担） 

布施 好子 調査補助（通訳） 
 
 

財団法人 林業土木コンサルタンツ 
（自社負担） 

 

(2) 基本設計概要説明調査団 

氏名 担当分野 所属 
東城 康裕 総括 

 
独立行政法人 国際協力機構 
JICA ベトナム事務所次長 
 

礒部 孝雄 業務主任 / 森林管理計画 財団法人 林業土木コンサルタンツ 
国際部長 
 

品川 正義 植林計画 II /  
自然条件調査 
 

財団法人 林業土木コンサルタンツ 

山瀬  岳 植林計画 I / 育苗計画 
調査補助 
 

財団法人 林業土木コンサルタンツ 
（自社負担） 

布施 好子 調査補助（通訳） 
 
 

財団法人 林業土木コンサルタンツ 
（自社負担） 
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２． 調査行程 
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(2) 概要説明 
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３． 関係者（面会者）リスト 

(1) 現地調査 

○ ハノイ （敬称略） 

農業地方開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD） 

 Forestry Department  

    JICA 専門家 小田 謙成 

 International Cooperation Department, ICD 

    Deputy Director General HOANG THI DZUNG 

    Senior Expert NGUYEN ANH MINH 

     PHAN TRONG HIEN 

 Management Board for Forestry Project, MBFP 

    Deputy Director PHAN THANH NGO 

    Officer TRAN CONG HUNG 

  

計画投資省（Ministry of Planning and Investment, MPI） 
 Agriculture Economic Department 

    Vice Director DINH NGOC MINH 

     DOAN THIEN DUNG 

  

在ベトナム日本国大使館 
    二等書記官 由谷 倫也 

  

JICA ベトナム事務所 
    所長 菊地 文夫 

    次長 東城 康裕 

    所員 西宮 康二 

 

○ Quang Nam 省 

農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development, DARD） 
    Vice Director PHAN VAN HAU 

     LE MINH HUNG 

     NGUYEN VAN A 

 Forestry Division  

    Director PHAN SI HUNG 

    Specialist TRAN THANH BINH 

    Specialist NGUYEN ANH QUOC 

 

タンビン県人民委員会（People’s Committee of Thang Binh District） 
    Vice Chairman NGUYEN VAN NGU 

     NGUYEN VAN HUONG 
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○ Quang Ngai 省 

農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development, DARD） 
    Vice Director BUI MINH SON 

    Specialist TRAN KIM NGOC 

 

 

○ Binh Dinh 省 

省人民委員会（People’s Committee of Binh Dinh Province, P’C） 
    Standing Vice Chairman NGUYEN VAN THIEN 

    Vice Director of Nhon Hoi Economic Zone  

Administration 

 

NGUYEN NGOC TOAN 

  

農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development, DARD） 
    Vice Director VO XUAN HIEN 

 Forestry Development Division  

    Director NGUYEN THE DUNG 

    Specialist TRAN AN 

 

○ Phu Yen 省 

農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development） 
    Vice Director HUYNH VAN TUYEN 

 Forestry Division  

    Specialist MAI TAN LEN 

    Specialist HUYNH XUAN QUANG 

 

○ Khanh Hoa 省 

省人民委員会（People’s Committee of Khanh Hoa Province, P’C） 
    Vice Chairman NGUYEN TRONG HOA 

    Vice Director of Management Board of Van  

Phong Economic Zone 

 

THAI HUY DUC 

  

農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development, DARD） 
    Vice Director TRAN CHI THU 

 Forestry Division 

    Director LA CAT HANG 

    Specialist NGUYEN VAN CHUAN 
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(2) 概要説明 

○ ハノイ （敬称略） 

農業地方開発省（Ministry of Agriculture and Rural Development, MARD） 
 Forestry Department  

    JICA 専門家 小田 謙成 

 International Cooperation Department, ICD 

    Deputy Director General HOANG THI DZUNG 

     PHAN TRONG HIEN 

 Management Board for Forestry Project, MBFP 

    Deputy Director PHAN THANH NGO 

    Officer TRAN CONG HUNG 

  

計画投資省（Ministry of Planning and Investment, MPI） 
 Foreign Economic Relations Department 

    Head of Japan and Northeast Asia  

Division 

 

PHAN HOANG MAI 

 Agriculture Economic Department 

     DOAN THIEN DUNG 

  

在ベトナム日本国大使館 
    二等書記官 由谷 倫也 

  

JICA ベトナム事務所 
    次長 東城 康裕 

    所員 小島 英子 

 

○ Quang Nam 省 

省人民委員会（People’s Committee of Quang Nam Province, P’C） 
    Vice Chairman LE MINH ANH 

    Vice Director of Natural Resources and  

Enviroment Department 

 

NGUYEN VIEN 

    Deputy Chief of Foreign Affairs Department NGUYEN TANG THUONG 

  

農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development, DARD） 
    Vice Director PHAN VAN HAU 

     LE MINH HUNG 

 Forestry Division  

    Specialist NGUYEN ANH QUOC 

 

タムキー市人民委員会（People’s Committee of Tam Ky City） 
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    Chief of Economic Section HO HUY HUYNH 

 

○ Quang Ngai 省 

農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development, DARD） 
    Vice Director BUI MINH SON 

    Specialist TRAN KIM NGOC 

 Forestry Division  

    Director TRAN DUNG 

 

ドゥックフォー県人民委員会（People’s Committee of Duc Pho District） 
    Expert of Agriculture, Forestry and Fisheries 

Section 

 

TRAN THANH HOA 

 

○ Binh Dinh 省 

農業地方開発部（Department of Agriculture and Rural Development, DARD） 
    Vice Director VO XUAN HIEN 

 Forestry Development Division  

    Director NGUYEN THE DUNG 

    Specialist TRAN AN 
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４． 討議議事録（M/D） 

(1) 現地調査時 
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(2) 概要説明時 

 

 



資料 

 198

 

 

 



資料 

 199

 

 

 


	第3章 プロジェクトの内容
	3-3 相手国側分担事業の概要
	3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画
	3-5 プロジェクトの概算事業費
	3-5-1 協力対象事業の概算事業費
	3-5-2  運営・維持管理費

	3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項

	第4章 プロジェクトの妥当性の検証
	4-1 プロジェクトの効果
	4-2 課題・提言
	4-2-1 相手国側の取り組むべき課題・提言
	4-2-2 技術協力・他ドナーとの連携

	4-3 プロジェクトの妥当性
	4-4 結論

	資料
	１． 調査団員・氏名
	２． 調査行程
	３． 関係者（面会者）リスト
	４． 討議議事録（M/D）




